
.圃

ら
れ
た
諸
制
を
巡
拝
し
、
制
伐
を
納
め
附
山
市
を
遜
っ

た
が
、
紀
綱
漸
〈
弛
施
す
る
に
及
ん
で
、
い
つ
し
か

部
内
の
榊
鎚
を
凶
附
に
近
き
一
郎
に
合
出
し
、
各
制

に
説
き
て
行
」
ベ
き
副
山
県
を
こ
誌
に
於
い
て
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
総
枇
と
い
ふ
も
の
是
で
あ
る
。
後
間

に
主
っ
て
佐
々
一
川
・
一
郷
・
一
陀
若
し
く
は
政
部
訴

の
総
枇
と
黙
す
る
も
の
が
で
き
た
が
、
こ
れ
は
主
枇

と
い
ふ
ほ
ど
の
箔
昧
で
、
総
祉
の
本
部品
に
反
す
る
も

の
で
あ
る
。

合
一
)
加
賀
の
総
剥

l
加
引
に
於
け
る
総
耐
は
今
の
能

晶

hm古
府
に
あ
る
石
部
跡
枇
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
凶

附
の
南
方
に
詰
っ
た
か
ら
一
に
府
間
枇
と
い
ひ
、
地

勢
約
一
品
〈
し
て
附
雨
山
と
も
い
う
た
の
を
、
今
必
っ

て
品
川
見
山
と
し
た
。
白
山
認
に

『
府
市
を
総
耐
と
名

づ
く
る
こ
と
は
、
侭
』
州
問
日
侍
に
闘
の
勅
佼
同
の
入

制
に
詣
で
、
御
幣
を
料
中
り
之
を
砲
し
怒
る
。
彼
の
入

制
に
荷
担
す
る
こ
と
北
(
の
釘
あ
る
問
、
一
所
に
之
を

記
。
怒
る
が
放
に
、

府
間
を
総
枇
と
名
づ
く
る
な

り
。
』
と
あ
る
は
、
略
そ
の
裂
聞
を
得
た
も
の
で
あ

る
。
こ
L
に
言
ふ
入
祉
は
、
白
山
・
官
位
・
府
間
目裂
の

能
川

ハ
製
伎
の
龍

山
Y
安
宅
の
加
茂
・
小
河
の
榊
府

(
耐
保
〉
・
2
腿
の
佐
那
武
乃
由
民
(
能
楽
〉
の
入
腕
と

あ
っ
て
、
府
南
の
註
に
筑
比
・
錦
多
白
山
と
記
し
た

の
は
、
越
前
・能
営
・加
賀
の
一
宮
中
」
合
柑
し
た
も
の

で
あ
る
と
考
へ
た
校
躍
で
あ
る
が
、
府
間
が
凶
内
務

耐
の
総
社
た
る
こ
と
は
一
拍
も
挺
を
容
れ
ぬ
。
府
市
剰

の
名
は
、
活
武
二
年
及
び
一
止
一
中
七
年
の
市
制
寺
文
館

に
も
見
え
る
。

会
一
)
能
殺
の
他
社
1
能
殺
の
総
和
は
、
到
に
鹿
児
祁

古
府
に
総
利
と
か
引
づ
け
る
も
の
が
存
し
て
ゐ
る
。
枇

併
に
よ
れ
ば
、
郡
順
の
能
資
守
で
あ
っ
た
時
、
凶
内

四
十
三
一
挫
の
耐
を
抑
制
し
て
純
一
路
枇
と
し
た
と
い
ふ

も
、
そ
の
創
世
が
果
し
て
源
附
の
附
な
り
や
否
や
は

ソ
ウ
シ
ユ
ク
チ
ョ
ウ
宗
叔
町

金
制
仰
の
町
名
。

苅
怖
の
頃
則
宗
叔
な
る
箇
附
が
居
住
し
た
に
よ
っ
て

同
名
に
呼
ん
だ
。
そ
の
頃
ま
で
の
記
録
に
は
、
此
の

附
近
を
長
町
と
記
縦
し
て
あ
る
か
ら
宗
叔
町
の
名
は

も
と
俗
抑
制
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
今
は
宗
叔
町
一
番
ー

よ
り
況
橋
丁
主
で
あ
る
。

y
ウ
ジ
ユ
ジ
宗
務
寺

江
抑
制
大
型
寺
な
る
山
，

下
に
在
っ
て
、
日
市
山
宗
に
臨
す
る
0

・永一
般
元
年
日
英

が
法
山
市
坊
を
仰
い
た
に
起
る
。
そ
の
地
今
に
法
部
坊

と
一一百
は
れ
る
。
後
久
白
山
世
間
即日
寺
と
改
め
、
廷
判
同
年

同
今
の
地
に
斡
じ
た
。

ソ
ウ
ジ
ユ
ジ
箆
樹
寺

河

北
郷
白
隠
に
在
っ
て
、

提
出
市
東
振
に
幽
す
る
。

ソ
ウ
ジ
ユ
ジ

笠
岡
山
寺
胤
応
部
酒
井
に
在
っ
て
、

民
宗
束
仮
に
邸
す
る
。

ソ
ウ
ジ
ユ
ボ
ウ
宗
器
訪

金
部
摩
川
県
性
坊
小

山
師
に
針
。
、
制
明
内
椛
裂
欽
刷
出
に
邸
す
る
中
栄
の
臓

を
勤
め
る
天
台
山
伏
で
あ
っ
た
。

ソ
ウ
セ
イ
ジ
宗
誓
寺

能

業
部
長
淵
に
在
っ
て
、

民
宗
束
振
に
関
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た
が
、
明

ソ
ウ
ジ
ン
宗
倫

i
セ
ン
ガ
タ
ソ
ウ
ジ

y

千

岳
宗
組
。

ゾ
ウ
ズ
ガ
ハ
ナ

象
頭
ヶ
端

臥
京
総
鵜
入
の
小

仰
で
、又
ゾ
ウ
，
ソ
ウ
門
田
町
と
も
い
ふ
。
能
耳
目
名
跡
志
に
、

『
此
村
に
泉
町
の
拙
と
て
お
へ
出
る
附
あ
り
。
風
景

な
る
腕
な
り
o
m削
あ
り
。
奥
深
き
こ
と
限
な
L
o
七

入
町
詐
り
行
〈
人
も
あ
り
し
と
い
へ

b
。
寺
口
の市部

賂
山
へ
つ
ど
き
あ
る
問
。
』
と
あ
る
。
寺
口
は
門
前
の

こ
と
で
あ
る
。

ゾ
ウ
シ
ヨ
シ
ユ
ツ
パ
ン
ゴ
ヨ
ウ

臨
書
出
版
御
用

御
級
相
官
出
版
御
用
は
務
校
明
倫
堂
に
凶
L
、
滞
の
出

版
す
る
宙
抑
制
の
版
下
を
書
〈
者
で
、
訓
導
等
の
中
能

祭
な
る
者
を
探
ん
で
之
を
品
刑
務
せ
し
め
た
。

ソ
ウ
シ
ン
同
町
長

J
ダ
イ
ゲ
Y
ソ
ウ
シ

Y

大

源
宗
真
。

ソ
ウ

ソ
ウ
シ
ヤ
パ
ン

奏
者
番
見
文
元
年
正
且
松
平

支
詐
康
似
・
不
槌
彦
三
円
同
点
・
奥
村
V
〈十
郎
易
定
・航

山
修
人
M
K
日慨
が
初
め
て
命
ぜ
ら
れ
、
延
到
の
頃
ま
で

は
据
骨
格
取
次
と
い
う
た
。
後
次
第
に
退
仰

L
、
元
総

八
年
か
ら
一
年
間
聞
の
似
奏
者
に
な
っ
た
が
、
手
保
九

年
入
月
朔
日
前
川
純
獄
恒
前
・商
尼
僧
人
長
恒
・品
川

主
殿
靴
作
武
・山
品
加
織
部
方
凶
弾
・お
在
版
人
蛮
長
に
奏
者

請
を
命
ぜ
ら
れ
、
前
後
辿
約
し
た
。

艇
は
し
く
、
総
陸
枇
と
い
ふ
も
正
し
い
都
呼
で
は
な

一

y
ウ
シ
ョ
ウ
宗
性

河
北
郡
木
越
光
徳
寺
の
仰

い
。
式
内
等
一
位
制
記
に
は
、『
惣
枇
。
矢
問
郷
首
府
村

一
基
で
、
初
名
を
利
信
と
い
ひ
、
天
台
の
併
で
あ
っ
た
。

銀
座

om--惣枇
明
利
。
或
一
苫
惣
枇
富
。
佐
古
凶
司
利

一
寺
併
に
乾
元
元
年
宗
性
七
十
六
訟
で
、
本
側
寺
究
如

拝
之
惣
枇
。
』
と
見
え
る
。
又
能
菅
名
跡
志
に

『
古
附

一
の
弟
子
に
な
っ
た
と
い
ふ
が
明
ら
か
で
な
い
。
光
徳

村
に
惣
祉
の
捌
告
と
て
、
音
は
品
山
家
代
々
邸
伏
せ
一
寺
は
今
腿
品
川
附
七
尾
に
在
っ
て
、
口
県
宗
凶
一
献
に
思
す

ら
れ
、
大
伽
院
に
て

舶
郎
防
あ
り
し
と
ぞ
。
』
と
い
ふ

一
る
。

は
、
惣
枇
の
宮
寺
の
こ
と
で
あ
る
。

ソ
ウ
シ
ヨ
エ
ン
カ
イ

草
書
淵
海
四
答
。

引
出

正
水
の
者
で
、
草
体
の
法
帖
で
あ
る
。
延
貸
乙
卯
熟

知
神
間
宗
監
の
序
文
を
附
し
て
上
梓
せ
ら
れ
て
ゐ

る。
ソ
ウ
ジ
ヨ
ウ
マ
ハ
リ
僧
正
廻

能
管
石
動
山
の

衆
従
が
知
総
米
を
徴
す
る
お
、
何
年
五
且
凶
内
を
巡

行
す
る
を
い
ひ
、
こ
の
知
識
米
を
崎
町
正
米
と
も
斡
L

た
o
m
m
咋
郡
大
島
の
諮
問
堂
で
祈
念
を
初
め
、
山県二

部
を
制
問
、
鹿
島
郡
似
川
の
高
郷
川
訟
に
集
合
し
て
邸

山
す
る
を
例
と
し
た
。

惣
地宗

珍

ソ
ウ
セ
ン
ヂ
宗
泉
寺
羽
咋
柑
則
松
に
在
っ
て
、

山
口
洞
宗
に
邸
す
る
。
文
明
元
年
総
持
寺
堵
版
刷
川
陀

背
山
の
建
，M
に
係
る
と
い
ふ。

ソ
ウ
ダ
ツ
コ
ク
h
F
-
一
宗
達
古
丸
谷

文

古

九
谷

宗
鐙
手
と
も
い
ふ
。
古
九
谷
焼
の
中
、
宗
建
肌
の
者

献
を
行
う
た
も
の
を
い
ふ
。
宗
建
が
親
し
〈
術
い
た

の
で
は
な
い
が
、
そ
の
間
風
の
類
似
か
ら
起
っ
た
都

呼
で
あ
る
。

治
十
二
年
六
且
寺
川
町
の
公
癖
を
罰
さ
れ
た
。

ソ
ウ
セ
キ
宗
碩

J
ヲ
パ
タ
ソ
ウ
セ
キ

宗
限
。

四
八

O

ソ
ウ
ド
ウ
シ
ユ
ウ
ジ
イ
ン
曹
洞
宗
寺
院

J
ゼ

ン
シ
ユ
ウ
ジ
イ
ン
制
宗
寺
院
。

ソ
ウ
ト
ヲ
宗
徳
一
一
尽
部
の
時
縮
刷
。
前
凶
利
u
k

の
時
か
ら
滞
用
を
一
連

L
、
大
坂
仰
の
際
周
旋
す
る
市
山

が
あ
っ
た
の
で
、
扶
持
方
二
十
四
山
を
党
け
、
寛
永
七

年
病
残
し
た
。
子
奥
兵
術
そ
の
後
を
綴
ぎ
、
見
永
イ

四
年
明
白
。
次
代
も
亦
奥
兵
衛
と
い
う
た
。

y
ウ
ト
テ
ジ
宗
徳
寺

金
柑
印
刷
川
町
に
在
っ

て
、

官
洞
宗
に
臨
し
、
筒
光
山
と
務
す
る
。
寺
記
に
、
永

平
一
元
年
玉
恵
の
能
美
制
柳
川
誠
油
開
村
に
開
越
し
た
所
。
九

代
鈎
翁
は
小
腕
宮
内
の
伯
父
な
る
を
以
て
、

砕
一
耐
院

の
庇
殺
を
得
、
前

m利
的
の
時
小
松
に
寺
地
を
叩
闘
は

っ
た
が
、十
代
快
闘
の
問
問
地
と
し
て
召
上
げ
ら
れ
、

ソ
ウ
チ

ソ
ウ
チ
ン

珍
宗
診
。

y
ウ
テ
イ
ジ
宗
貞
寺

国
民
宗
束
振
に
幽
す
る
。

ソ
ウ
ト
ウ
シ
ユ
ウ
窓
一
燈
集
一
加
。

榊
阪
守
此
(

句
者
。
文
化
入
年
か
ら
文
久
三
年
に
主
る
聞
に
、
布
告自

の
作
っ
た
短
倣
千
三
百
併
前
、
長
猷
四
，1
品川泊
、
和

文
三
十
俄
仰
を
抗
日
し
た
も
の
。 山山

町
出
向
凶
に
在
っ
て
、

↓
デ
ン
チ
ワ
リ

m地
別
。

↓
ホ
ウ
チ
Y
ソ
ウ
チ

y
小
幅1ぜ


